
仕 様 書  

 

業 務 名 

大内氏遺跡凌雲寺跡整備予定地草刈業務委託 

 

業務場所 

山口市中尾地内（別紙①参照） 

 

業務内容（別紙②参照） 

Ａ 整備予定地草刈（約 40,000㎡） 

草は、可能な範囲で短く刈ること。 

肩掛けの刈払い機による除草とする。 

（獣害による掘削のため、乗用草刈機が使用できない場所あり） 

各石垣の壁面に繁茂する草木の刈払いも行うこと。 

発生材の収集・運搬・廃棄等は含まない。 

 

Ｂ 駐車場（780㎡）の草刈および植栽（ツゲ列植・100ｍ）の剪定。 

  発生材の収集・運搬・廃棄を行うこと。 

 

 

Ａ・Ｂの作業を７～８月、10月の各１回 合計 2回実施する。 

※草の繁茂状況や天候などを考慮し、 

作業実施期間が変動する可能性がある（要事前協議）。 

  ８月については、８月１３日（水）までに行うこと。 

 

委託期間 

令和７年７月１日～令和７年１０月３１日まで 

 

備 考 

文化財保護法を遵守すること。また、仕様書に記載ない事項や疑義については、

監督職員の指示を仰ぐこと。監督職員の指示を受けずに行った行為については、

全て受託者の責任において監督職員の指示通り原状に復すること。 

 


